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７  会議の概要  

委員長    ただいまから、令和３年１２月定例会の厚生

委員会を開会いたします。 

〔傍聴の申込み（１名）について許可〕 

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

委員長    審査に先立ち、委員会記録の署名委員に金岡

委員、藤田委員を指名いたします。 

各案件の審査については各部局単位とし、お

手元に配付してあります審査順序のとおり行

う予定であります。 

なお、質疑については、議案に直接関係ある

ものだけにお願いいたします。 

また、委員及び当局の皆さんに申し上げます

が、質疑・答弁及び説明については、簡潔・

明瞭に行っていただきますようお願いいたし

ます。 

なお、マスクで声が聞き取りにくいことから、

発言する際ははっきりと大きな声でお願いい

たします。  

これより、病院事業局所管分の議案の審査を

行います。  

議案第２１３号  富山市病院事業の設置等に
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関する条例の一部を改正する条例制定の件 

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。 

病院事業管理者 〔挨拶〕  

医事課長   〔議案説明資料により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第２１３号の討論に入ります。  

討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第２１３号を採決いたします。  

本案件は原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長    御異議なしと認めます。 

よって、本案件は原案可決されました。 

以上で、病院事業局所管分の議案の審査を終

了いたします。  

次に、病院事業局所管分で、ただいまの議案

以外に何か質問はありませんか。  

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、厚生委員会病院事業局所管分を終了

いたします。 

暫時休憩いたします。  

午前１０時０２分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

               午前１０時５７分  再開  

委員長    厚生委員会福祉保健部所管分の議案の審査を

行います。  

議案第２０９号  富山市国民健康保険条例の

一部を改正する条例制定の件、 

議案第２１０号  富山市細入総合福祉センタ

ー条例を廃止する条例制定の件、  

以上２件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 
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保険年金課長 〔議案第２０９号について、 

議案説明資料により説明〕 

大沢野行政サービス 〔議案第２１０号について、 

センター地域福祉課長 議案書により説明〕  

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

吉田委員   議案第２１０号についてですが、細入総合福

祉センターがなくなった後、その機能はどこ

に引き継がれるのですか。 

大沢野行政サービス 現在、細入総合福祉センターにある施設につ 

センター地域福祉課長 いて、温浴施設がございますけれども、こち

らについては、市民生活部において、防災等

の保管庫に変える予定になっていまして、温

浴施設の機能については、今後なくなるとい

うことになります。 

なお、福祉目的で使っている施設につきまし

ては、今後、公民館という形で、福祉だけで

なく、地域の振興目的として自由に使ってい

ただく形を考えておられると聞いています。  

吉田委員   公民館にその機能の一部が移転するというこ

とですね。  
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大沢野行政サービス 現在、福祉目的でしか利用できなかったとい 

センター地域福祉課長 うことがございますので、それについては地

域に広く開放するということでございます。  

委員長    ほかにないようですので、これをもって議案 

の質疑を終結いたします。 

これより、議案第２０９号、議案第２１０号、

以上２件を一括して討論に入ります。 

討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第２０９号、議案第２１０号、

以上２件を一括して採決いたします。 

各案件は、原案のとおり決することに御異議  

ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、各案件は原案可決されました。 

以上で、福祉保健部所管分の議案の審査を終

了いたします。  

次に、当委員会に付託されました  

令和３年分請願第８号－１  地方たばこ税を
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活用した分煙環境整備に関する請願 

を議題といたします。  

請願文書表はお手元に配付のとおりでありま

す。  

まず、事務局に請願文を朗読させます。 

事務局    〔請願文朗読〕  

委員長    次に、本請願について、当局の見解を求めま

す。  

保健所地域健康課長 請願に関する見解を申し上げます。 

昨年４月に改正された健康増進法が全面施行

され、子どもや患者等に特に配慮すべき施設

である第一種施設の学校、病院、行政機関の

庁舎などは、屋内、敷地内ともに禁煙となり

ましたが、特定屋外喫煙場所を設置する場合

は喫煙が可能となっています。 

また、第二種施設である事業所や飲食店は、

原則屋内禁煙となりましたが、喫煙専用室等

を設置する場合や既存の経営規模が小さな飲

食店については、経過措置として届出があれ

ば飲食店内での喫煙が可能となっています。  

一方、屋外での喫煙については、全面禁煙を

求めるものではなく、喫煙を行う場合には周

囲に人がいないこと等に配慮しなければいけ
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ないこととなっています。 

なお、公共喫煙場所を含む喫煙場所の設置に

つきましては、施設の管理者が行うこととさ

れています。事業所等の第二種施設が屋内に

喫煙専用室等を設置する場合には、出入口に

おける室外から室内に流入する空気の風速が

毎秒０．２メートル以上であること、また、

壁、天井等によって区画されていること、た

ばこの煙が屋外に排出されていることを満た

す必要があります。さらに、喫煙専用室には

標識を掲示すること、それから、２０歳未満

の者の立入りができないことなども条件とな

っています。 

また、法施行時に既存の経営規模の小さな飲

食店におきましては、飲食店内で喫煙可能と

する場合には、喫煙可能な場所である旨の掲

示をすること、また、客、従業員ともに２０

歳未満の者は店内への立入りができないこと

などを満たす必要があります。 

施設の管理者には、設置者としてこれらの基

準を遵守していただくように御案内していま

して、たばこの煙の流出を防ぐための技術的

基準に関する相談に応じています。 

また、労働局が実施している、中小企業の事

業主が設備や備品等の設置、改修を行う際の

財政支援についても、ホームページで御案内
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しています。 

市民等から受動喫煙に関して相談があった場

合には、保健所において義務違反の有無を確

認しまして、事業所へ助言、指導を行ってい

ます。 

受動喫煙防止のための分煙環境整備に関する

普及・啓発として、世界禁煙デーに合わせて

「広報とやま」に案内を掲載したり、市ホー

ムページに喫煙専用室の設置基準を掲載して

います。また、ポスター掲示や富山シティエ

フエムなどでＰＲを行っているほか、受動喫

煙防止対策の出前講座の実施や、市内１，２

００か所の協会けんぽ加入事業所にリーフレ

ットを配布したり、食品衛生責任者研修会の

中でリーフレットを配布するなど、事業所や

飲食店に対しても受動喫煙防止対策の周知徹

底に取り組んでいまして、分煙環境の整備に

努めているところでございます。  

望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの

方が利用する施設の区分に応じて、一定の場

所を除いて喫煙を禁止するとともに、施設を

管理する方の講ずべき措置等について、引き

続き周知・啓発や相談を行っていき、市民の

健康を守る取組を推進してまいりたいと考え

ています。  

説明は以上でございます。 
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委員長    それでは、本請願についての御意見、または

ただいまの当局の説明に対する質疑等はあり

ませんか。  

江西委員   今の説明を聞きながら、本当に今の言葉どお

りのことが達成されているのかと  私自身、

保健所に何度か電話して心当たりがあるわけ

です。ユウタウン総曲輪のところにコンビニ

エンスストアがあって、その外側の犬走りの

ところに喫煙所があるものだから、横断歩道

前で信号を待つ人がたくさんいるにもかかわ

らず、みんなが喫煙所に群がってたばこを吸

っていることに対して、あの一帯を利用する

方から私に何度もクレームがありました。こ

のことを保健所に連絡したところ、手も足も

出ないという結論しか出てきていないわけで

す。  

ですので、このような請願が出てきている背

景の中に、喫煙者への無用な憎しみが出てき

ていることに対する対応について、今の言葉

どおりお聞きすれば、できているという表現

になるのですけれども、現実にはできていな

い事例がしっかりあると私は認識しているの

です。これは具体な例として私も実際に保健

所にお電話したことがある話だからよく心当

たりがあるので、そういったことも含めて意
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見を言わせていただきました。 

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

次に、念のため確認いたしますが、本請願を

継続審査とするとの御意見はありませんか。  

〔発言する者なし〕 

委員長    それでは、引き続き審査を続けます。  

これより、令和３年分請願第８号－１の討論

に入ります。 

討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    討論なしと認めます。 

これより、令和３年分請願第８号－１を挙手

により採決いたします。 

本請願は、採択することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕  

委員長    挙手全員であります。 

よって、本請願は採択とすることに決定いた
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しました。  

以上で、当委員会に付託されました請願の審

査を終了いたします。  

次に、福祉保健部所管分で、議案及びただい

まの請願以外に何か質問はありませんか。 

吉田委員   １点、質問したいと思います。  

「ワンチームとやま」連携推進本部の令和３

年度の連携施策の１つに「県単医療費助成制

度のあり方検討」というものがございまして、

子どもの関係はこども家庭部に聞きますが、

いわゆる６５歳以上の重・中度の障害者につ

いての見直しの中で、御案内のように来年１

０月からの７５歳以上の２割負担化がほぼ正

式に固まったということで、それに伴う負担

の在り方について検討されてきているわけで

す。単身で収入２００万円以上の場合は２割

負担、当面３年間は負担増加額の月額上限が

３，０００円という縛りがあります。 

昨日の県議会の議論を少しお聞きしますと、

県当局は年度内に結論を出すという立場をま

だ変えていないようです。もちろん富山市は

そう考えていないという雰囲気をこの間、９

月議会でも聞いているわけですが、県の動向

と富山市の対応について、現時点で言えるこ

とがあればお聞かせください。 
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障害福祉課長 今ほど委員がおっしゃったとおり、「ワンチ

ームとやま」連携推進本部で県単医療費助成

がテーマになっていまして、障害者の部分、

そしてまた、今ほどおっしゃった来年１０月

以降の方向性が国でも示されましたので、そ

の後に向けた県単医療費助成制度の在り方に

ついて、分科会で議論を継続してきています。

一応、分科会では一定程度の方向性は出てい

るのですけれども、本部会議での報告はまだ

ということで  恐らく来年１月になるのでは

ないかと思っているのですが  現時点では正

式な形で示されていないという状況でありま

す。  

市も「ワンチームとやま」連携推進本部会議

の動向を見ながら市の在り方を検討してまい

りたいということで、本会議でも答弁いたし

ましたけれども、現時点で方向性が示されて

いることも踏まえて、市の来年度以降の医療

費助成の在り方を検討しているというところ

であります。 

東委員    最近なのですが、本市の一部で在宅介護の入

浴サービスを受けられない人が出ているとい

う報道がございました。これは新型コロナウ

イルスへの感染を恐れて職員が辞め、人手不

足に陥るなどした複数の事業所が廃業、休業
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したためだということでありました。 

本市で、何人くらいの方が在宅介護の入浴サ

ービスを受けておられて、現状何人くらいに

影響が出ているのかということは分かります

か。  

介護保険課長 お尋ねの訪問入浴につきましては、延べ人数

で約２，０００人が御利用されています。影

響額については統計上、保険者としては現時

点でまだ把握していないところです。 

東委員    外へ出られない方が在宅で入浴サービスを受

けられるというのは、健康を維持するために

もやはり大変大切なことでありますし、体を

洗浄するということで、ある意味、人として

生きる尊厳にも関わる問題だと思います。市

民から何とかならないかという声が出たら、

できるだけ善処できるように対応をお願いし

たいと思います。  

介護保険課長 訪問介護事業につきましては、あくまでも介

護保険制度の一環として行われているもので

ございますので、介護保険制度の保険料と給

付サービスの観点の中で、まずは一義的に制

度論が議論されるべきであります。 

ただ、一方、我々保険者としましては、先般
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の１０月の決算審査で吉田委員の御質問にも

お答えしたとおり、事業者の動向であります

とか、今、東委員から御指摘のあったような

利用者への影響が出ているというところは、

引き続き保険者として動向を注視し、また国

とも意見交換の場が何かあれば、そういった

ところも申し上げていきたいと思っています。  

久保委員   令和３年１１月１２日に厚生科学審議会予防

接種・ワクチン分科会副反応検討部会におい

て、ヒトパピローマウイルスワクチン接種の

積極的勧奨を再開する方針というものが示さ

れましたが、これに伴い、本市はどのような

情報をキャッチして、今後どのような対応を

検討しているのかお伺いします。  

保健所保健予防課長 国からは、その後の１１月２６日に、具体的

な今後の対応としまして、基本的に個別の勧

奨を令和４年４月から順次実施すること、ま

た、準備が整った市町村は、令和４年４月よ

りも前に実施することも可能であるとする通

知が出されています。  

この通知を受けまして、本市においても、現

在、予診票の個別送付に向けて準備を進めて

います。 

具体的には、小学６年生から高校１年生に相
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当する女子が対象となってございますので、

まず、令和４年度において中学１年生から高

校１年生に相当する方につきましては、来年

２月に接種券の発送を予定しています。また、

来年４月に新たに接種対象となられる令和４

年度の小学６年生の方につきましては、来年

４月に接種券の発送を予定しています。 

久保委員   この後、接種券の発送が始まるとのことです

が、ワクチンに関しては、新型コロナウイル

スのワクチンですら副反応がどうだとか、ワ

クチン接種をしないほうがいいのではないか

という、いろいろな御意見が寄せられるわけ

です。 

ネット上では、なかなか信頼性が担保できな

いような情報が飛び交うものですから、接種

を勧奨する中で接種対象になる方に対して適

切な情報提供と、不安に思っておられる方が、

例えばかかりつけ医や婦人科医などに相談で

きるよう促すような、そういった取組もしっ

かりとしていただいて、１人でも多くの子ど

もが、ワクチン接種をしなかったことによっ

てがんに罹患して命を落とすなど大変な状況

に陥らないように、市としても今後、丁寧に

進めていっていただきたいと思います。 
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吉田委員   ちょっと戻るのですが、先ほどの訪問入浴の

件で、利用者が延べ約２，０００人と言われ

ました。週１回の利用だと実人員は大体４０

人ぐらい、週２回とすれば２０人と。なぜど

んどん撤退するのかというと、やっぱり人材

確保の問題も含めて採算が合わないのです。

介護保険のサービスなのだけれども、介護報

酬の改定を待っていても、いつになるのか分

からない。当事者や家族にとっては大変な問

題で、私たちも相談を受けているのです。そ

ういう点では、高齢者福祉施策として、人数

はそんなに大きな数ではないですから、市の

独自施策を検討する時期に来ているのではな

いかと。 

その際に、ただ単に報酬を増やせばできるも

のではなくて  僕の知り合いでも、有償ボラ

ンティアがその日は必ず援助に来てくれて、

介護事業者としては報酬が１人分少なくて済

むということで、週１回の利用を継続してい

ます。 

あらゆる知恵を出して、ニーズに応えるとい

うことを新年度に向けて考えてもらったらい

いのではないかということを要望しておきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

介護保険課長 市単独での独自事業というものは、介護保険
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事業の枠内では現時点で考えてございません。  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

以上で、厚生委員会福祉保健部所管分を終了

いたします。 

暫時休憩いたします。  

午前１１時２７分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

               午前１１時５７分  再開  

委員長    厚生委員会こども家庭部所管分の議案の審査

を行います。 

議案第２１１号  富山市立幼保連携型認定こ

ども園条例制定の件 

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。 

こども保育課長 〔議案書及び議案説明資料により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長    ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第２１１号の討論に入ります。  

討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第２１１号を採決いたします。  

本案件は原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、本案件は原案可決されました。 

以上で、こども家庭部所管分の議案の審査を

終了いたします。  

次に、こども家庭部所管分で、ただいまの議

案以外に何か質問はありませんか。 

柞山委員   昨日も国会で１８歳以下への１０万円給付の

話がありました。当初は、生活支援と経済対

策ということで、現金５万円とクーポン５万

円分ということでしたが、昨日の審議の中で

は、様々な御意見をいただきながら、それに
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こだわらないということで、１０万円の一括

給付でもいいし、現金５万円とクーポン５万

円分でもいいと。クーポン５万円分は現金で

もいいし、クーポン給付でもいいということ

で、様々な対応が自治体に求められたと思っ

ています。  

 そういう中で、富山市として今後検討されて

いくと思いますが、現時点での対応、あるい

は今後の対応について状況が分かれば少しお

聞かせいただきたいと思います。  

こども支援課長 子育て世帯への臨時特別給付金５万円相当の

クーポン給付について、情報がいろいろと錯

綜していますので、現時点における情報を整

理して説明させていただきたいと思います。  

現時点においては、自治体における事業実施

準備の参考ということで、１０月３日時点に

おける検討状況が国から示され、それ以降は

何も示されていない状況であります。その説

明内容についても、皆様が報道で知られてい

る程度の内容であります。 

その内容は実施方法案とのことであり、この

時点で想定されるものとして、２つの案が示

されました。１つに、自治体の判断による子

育てサービス提供事業者、登録小売店におい

て使用できるクーポン券を発行する方式、２
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つに、子育てサイトで子育てサービス・商品

を購入できるＩＤを交付する方式、以上の２

点が示されました。 

この時点において、令和４年春の卒業・入学

・新学期に向けて支援するという事業の趣旨

を踏まえ、現金による給付については、令和

４年６月末までにクーポンの給付を開始でき

ない場合に限られ、その場合、内閣府にそれ

ぞれの自治体の理由書を提出することとだけ

示されており、具体的な運用については後日

とのことでありました。 

その後、先週８日に、首相は、地方自治体の

実情に応じて現金での対応も可能とすると表

明され、具体的な方法を検討するとの報道が

ありました。 

また、首相が昨日１３日の衆議院予算委員会

において、現金１０万円を年内に一括給付す

ることも選択肢の１つとして認める考えを示

されたとの報道もありましたが、現時点では、

国からの情報は何も入ってきていない状況で

あります。  

今後についても、国及び他自治体の動向を注

視し、給付の条件や運用方法をまとめた根本

的な指針が示されれば、実施方法について協

議してまいりたいと考えています。 
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こども家庭部長 まさに流れは皆さんも御承知のとおりで、我

々もそれ以上の情報を全く持っていません。

どこに問い合わせても当然返事が返ってきま

せんので、我々も常にテレビやニュースを注

視しているのが現状です。 

とは申せ、先行給付分として５万円を給付と

いうことは当初から言われていましたから  

後になって５万円、１０万円、一括給付とい

うふうにどんどん話が出てきたので  最初に

政府で考えていらっしゃった５万円を何とか

年内に、できるだけ多くの人にという考え方

の下、できる限りの下準備は進めています。

まさに国から何らかが示され、あるいは  今

度の本会議は今月２１日ですか  補正予算な

ど、国会で当然何か動きが出てくるだろうと

予測しつつ準備を進めています。  

まだ予算も議会の皆様に審査いただいていな

い状態であり、提案もしていない状態ですか

ら、これ以上の答弁は差し控えさせていただ

きたいと思いますが、心中はお察しいただけ

ればと思います。国からの流れが分かれば、

速やかに対応したいと思います。  

柞山委員   昨日の総理の答弁に従った形で、全国それぞ

れに広がっていくだろうと思います。 

県内では、今後、立山町あるいは舟橋村が現
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金での一括給付ということで、国に再度要望

しているという状況もあります。一番に、も

らわれる方に利便性や効果があるように、そ

の視点で配慮していただきたいと思います。  

確実なのは５万円  もともとあった年度内給

付ということについては確定していますから、

それはそれとしながらも、現金５万円とクー

ポン５万円分でもらえるのか、現金１０万円

でもらえるのかということや、もらわれる側

の立場で、多少遅れても１０万円一括給付が

いいのかということも検討材料に入れていた

だければと思っています。 

ともかく、新学期を迎える、あるいは進学さ

れる子どもたちにちゃんとその思いが伝わる

ように配慮していただければと思っています。  

吉田委員   短く言います。年内に５万円を給付というの

は、要するに中学３年生までの、児童手当を

もらっている方が申請なしで、プッシュ型で

出せるための準備ですよね。高校生、１８歳

までは、来年１月以降に申請が必要なのです

よね。 

こども家庭部長 まさにそのとおりで、我々が情報を持ってい

るのは、まず児童手当の受給者ですから、そ

こには一番早く確実にお届けすることは可能
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になります。これは方法論だけの話で、今回

どうするのかという話ではないのですけれど

も、一般論としてそういうことになります。  

高校生、いわゆる１８歳までについては、当

然、相手方の意思を確認した上で必要な情報

をもらわないとこちらは給付の準備ができま

せんので、支給は来年１月以降になると思い

ますが、そのあたりも  まだ本当に、国の具

体の内容を一切聞いていないので、年末ぐら

いまでには何か言っていただけるのではない

かと期待はしています。 

吉田委員   市長の決断が大きいと思いますから、私はぜ

ひクーポンではなくて現金で１０万円出して

いただけることを要請しておきたいと思いま

す。  

久保委員   私は一般質問でも少し取り上げたのですが、

児童相談所の話です。改めて藤井市長が市と

して児童相談所は設置しないということで、

県と連携強化していくと。検討会にはこども

家庭部長も出席されて、いろいろなディスカ

ッションというか、意見交換もされていると

聞いています。  

私は最近、こういったことを契機に話を聞い

ていると、難しいと思うのはＤＶ案件です。
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このＤＶ案件は夫婦間の相談事項ですが、市

にもいろいろな窓口がありまして、相談が来

たときに、子どもの前でＤＶを行うと面前Ｄ

Ｖということで、これは即虐待案件になると。

虐待案件になるのですけれども、やはりそう

いった意味では、それをきちっとした虐待と

して認識をして、行政としてしっかりと把握

して、児童相談所に通告したり、相談に至る

ということは、なかなか難しい側面があるの

だろうと。個人情報であったり、縦割りの部

分があったりする中で、こども家庭部の役割

というものは、ほかのいろいろな部署との連

携強化も一層必要になってきますし、当然、

上級官庁である県庁や、警察などとのハブの

役割を担っていただく上で、非常に重要な役

割を担っていかれるのだろうと思います。 

県の児童相談所に関しては、機能強化の中で

複合化の話もありますし、それ以外にも、中

核市として保健所も持っておられるわけです

から、もっと積極的に、富山市の子どもたち

のために  こども家庭部長の肩に全部乗っか

っているような状態ですから、そういった富

山市の意見をしっかりと集約して、県に思い

を伝えていただいて連携を強化していってい

ただきたいと強く強く思うわけです。 

こども家庭部長には、そういったことを踏ま
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えて、今後の協議も控えていると聞いていま

すので、市として改めて強いメッセージを発

していくという決意をお伺いしたいと思いま

す。  

こども家庭部長 まず、県の児童相談所の話と、市の体制の話

はもちろん関係はしているのですが、それは

ちょっと次元が違うのかなという気がしてい

ます。まず、市側は今までもしっかりと、い

ろいろな部署と連携を図りながらやっていた

のです。例えば、保育所もしかりですし、そ

ういった面をさらに地道にといいますか、し

っかりとそういう拠点ができてから、実績も

どんどん積み上がってきています。年間で約

８００件近くの相談も受けていますから、そ

ういった中で、さらにどうすればよりいいの

か、それが子どもにどうつながっていくのか

ということをさらに深掘りしていかなければ

いけないと思っています。 

もう１点、今度はそれとは別に、県の児童相

談所が新しくなるときに県が機能を強化され

ようとしている。まだ具体的な本当に細かい

ところの話は出ていないですけれども、そう

いったときに市町村との連携という分野は多

分出てくるのだろうと思いますが、そのとき

に、実際に県にも市にもプラスになり、お互
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いにやりやすくなるような方法については、

お互いに話合いをしていくべきだと思ってい

ますし、我々はそう望んでいます。それがひ

いては、結果として子どもの幸せにつながる

のではないかと思っています。 

久保委員   役割がより鮮明になって、連携の強化が必要

になっていく中で、現場の職員の皆さんは、

今、本当に大変な状況の中でやっておられる

ということは十分よく分かっています。 

部長には、ぜひそういった現場の意見を吸い

上げながら、大切なことは、例えば、人的に

必要なものであれば、しっかりとこういった

議論の中で、市として専門家であったり、有

資格者をどれぐらい持つべきなのか  これは

財務担当やいろいろなところとのやり取りも

あると思いますが、私はここは本当に強い姿

勢で、子どもたちのために、必要な人材を確

保して、現場で市の職員として働いている人

たちの負担軽減というか、適正な範囲で行き

届くような支援ができる、そういった強い思

いを持っていろいろな各所で交渉に当たって

いただきたいと思っています。 

当然、議会としても、子どもの生命、健康は

大事なものだと思います。精いっぱい応援し

てまいりたいと思いますので、全力で取り組
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んでいただきたいと思います。これは要望で

す。  

吉田委員   子ども医療費について、これも「ワンチーム

とやま」連携推進本部のテーマにありますが、

ようやく県が動きまして、御案内のように、

県の制度として対象が３歳児までだったのが

就学前まで拡大すると。これは一歩前進であ

り、全県エリアで窓口負担の無料も実現した

と。ところが、自己負担は、外来で１日５３

０円、入院で１日１，２００円ですよね。こ

れは、１５市町村、富山市も含めて全部自己

負担なしなのに、県と市町村の関係で５３０

円、１，２００円を取るという  これは県は

譲っていないのですよね。ぜひ富山市から県

に対して、そんなみみっちいことはやめてと

意見を言ってほしい、突き上げてほしいと思

いますが、いかがでしょうか。 

こども家庭部長 本来、県が決められることですので、我々と

しては申し上げにくいですけれども、それが

結果として医療機関を利用される市民へのサ

ービスにつながるのであれば、我々としても、

こういう希望はありますよ、こうしたほうが

よりよくなるのではないでしょうかぐらいの

意見は言えますが、やはり、いろいろな考え
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方があって今、それを守り通されているのだ

と思います。 

私の立場からすれば、それ以上のことは、今

の時点では言えませんので、そこは御承知お

きいただければと思います。  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

以上で、厚生委員会こども家庭部所管分を終

了いたします。  

暫時休憩いたします。  

午後  ０時１５分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

               午後  １時３８分  再開  

委員長    厚生委員会市民生活部所管分の議案の審査を

行います。  

議案第２１２号  富山市自転車等駐車場条例

の一部を改正する条例制定の件 

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。 

生活安全交通課長 〔議案説明資料により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 
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質疑はありませんか。  

藤田委員   議案説明資料８ページ（２）内容等の⑤の備

考欄に移転・供用開始が令和４年度当初と書

かれていて、日付は未定とおっしゃったので

すけれども、④が令和３年１２月に廃止にな

って、⑤がその代わりになると読み取ってい

るのですが、その辺りの駐輪場に空白の期間

ができると思うのです。その空白の期間につ

いて、どのように認識しているのか教えてい

ただけますでしょうか。 

生活安全交通課長 実際に、本年１２月末をもちまして、現在の

富山駅北自転車駐車場は閉鎖いたしまして、

そのまま取り壊す形になっています。この時

期にしましたのは、これから雪の季節という

こともありまして、自転車を利用される方が

少なくなるであろうということを考えました。

工事期間につきましては、現在でいいます富

山駅南第１自転車駐車場、富山駅南第２自転

車駐車場、あと新しくできる富山駅高架下自

転車駐車場に駐車していただく形で考えてい

ます。 

藤田委員   そういった流れがあることは分かりました。

ただ、ちょっと気になったのが、令和４年度
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当初  来年４月以降になると思いますが  新

しい生徒さんがまた通学等で使われるように

なると思いますので、そういったところも不

便がないように配慮していただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

委員長    ほかにないようですので、これをもって議案

の質疑を終結いたします。 

これより、議案第２１２号の討論に入ります。  

討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第２１２号を採決いたします。  

本案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、本案件は原案可決されました。 

次に、 

富山市人権教育・啓発に関する基本計画につ

いて、 

第２次富山市男女共同参画プラン後期実施計
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画について、 

富山市総合体育館のＰＦＩ等民間事業化につ

いて、 

消費生活相談の業務時間等の変更について、  

以上４件を一括して、順次、当局から報告を

求めます。  

市民生活相談課長 〔富山市人権教育・啓発に関する基本計画に  

ついて、 

委員会資料により説明〕 

男女参画・  〔第２次富山市男女共同参画プラン後期実施 

市民協働課長 計画について、  

委員会資料により説明〕 

スポーツ健康課長 〔富山市総合体育館のＰＦＩ等民間事業化に

ついて、 

委員会資料により説明〕 

消費生活センター所長 〔消費生活相談の業務時間等の変更について、

委員会資料により説明〕 

委員長    ただいまの説明について、何か質問はありま

せんか。 

東委員    委員会資料５ページの富山市総合体育館のＰ
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ＦＩ等民間事業化についての関係でお伺いし

ます。 

今回の経過報告なのですけれども、富山市総

合体育館と同規模の県外などの施設において、

ＰＦＩや他の手法で維持管理、運営を行って

いる事例があるのか、そして、その場合の利

点や問題点等について、調査・研究を行った

結果があるのであれば、答弁をいただきたい

と思います。 

スポーツ健康課長 まず、ＰＦＩ事業につきましては、全国的に

も既存施設でのＰＦＩの導入というものが実

績としてございません。実は私たちも、今、

既存の施設を検証しているところですが、検

討の中で問題点が出てきて、参考にする事案

も非常に少ないということが、今こういう状

態に陥っている要因の１つかと思っています。  

新規施設については、全国にたくさんござい

まして、例を挙げるにも数が多く、至るとこ

ろで導入されています。 

東委員    新規施設は、もういろいろなところでＰＦＩ

などの手法を使っているということなのです

が、そちらにおいてＰＦＩのほうがいいとい

う利点ですとか、富山市のように体育協会で

の指定管理でやっている制度よりもここは少
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し劣っているという事例は何かございますか。  

スポーツ健康課長 まず、そもそもＰＦＩ事業の利点といいます

と、ＰＦＩというのは、民間事業者に資金を

調達させて事業を実施するということで、自

治体の支出が平準化されるというメリットが

ございます。 

あと、出資してＳＰＣという共同事業体をつ

くって、株式会社を設立して応募するという

仕組みになっていますので、運営事業者と施

設を維持管理する建設関係の事業者が１つの

事業体となって行うため、その部分で非常に

効率的な運営が可能になっていると。そうい

うところでコスト削減も図れているというこ

とが利点としてあろうかと思います。 

ＰＦＩにおける運営の中でのデメリットは、

施設によっていろいろあるかと思いますが、

まず、導入する段階でＰＦＩ法  法律にのっ

とった手法で募集等々していきますので、業

務、事務が非常に煩雑になると。今も言った

ように、事業者は株式会社の設立なども必要

になってきますので、募集期間も長くなりま

す。そういう事務手続も非常に煩雑になると

いうことがＰＦＩのデメリットといいますか、

必要な手続となっています。  
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東委員    いずれにしても、市としても財政的な問題か

ら、いろいろと考えていかないとならないと

いうこともありますし、一方で、現状として、

市の体育協会で指定管理としてやっていて、

ＰＦＩになったときにこれらの皆さんが果た

してどうなるのかなどという問題も出てくる

と思うので、できるだけいろいろな分野で損

をすることがないように、不利益がないよう

に、工夫をしながら話を進めていただきたい

というのが、要望としてあります。 

久保委員   少し総論的な話になるので、部長にお伺いし

たいのですが、今回の富山市人権教育・啓発

に関する基本計画について来年１月にパブリ

ックコメントを実施して、３月の完成と。第

２次富山市男女共同参画プラン後期実施計画

についても今年度内に１つ形を作っていくと

いうことです。  

内容を見ていくと、女性の人権問題、子ども

の人権問題と  ちょうど先ほど、こども家庭

部でも話をしていたのですが、県の児童相談

所の建て替えに向けて、市としてのいろいろ

な意見を言っているわけです。 

そういった中で、例えば、障害のある子が虐

待を受けやすいことがあったり、犯罪被害者

になった子どもたちのその後の環境を守って
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いくという伴走型の支援が必要だと。男女参

画でいうとパートナー間のＤＶ  以前はパー

トナー間の争い事は、子どもに対して行われ

なければ子どもには直接影響がないという前

提でしたけれども、ただ、面前で行われれば

それはもう虐待案件だということになりまし

た。  

例えば、いろいろな相談窓口を持つ市民生活

部では、そういった相談事は  パートナー間

の争いだけれども、そこに子どもの虐待案件

が隠れていることがあったり、福祉保健部や

県、警察などいろいろなところと密接に連携

をしていかないと問題が解決できない、こう

いう複雑なことが多く出てくると思います。  

この２つのプランをつくっていくに当たって、

きちんとリーダーシップを取って、この計画

で打ち上げた課題を整理して、目標を定めた

ときには全庁的に取り組んでいけるようなネ

ットワークも同時につくっていかないと、絵

に描いた餅になるのではないかと思います。

その点について、これからプランをつくって

いくわけですから、ぜひ部長から、市全体と

して、当局として取り組んでいくという強い

言葉をいただきたいと思います。  

市民生活部長 今ほどお話しいただきました人権に関する問
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題でございますとか、あるいは男女共同参画

意識の醸成といったことにつきましては、特

に、これはより多くの方の意識に働きかけて

理解を深めて、そして、そうした社会を構築

していくということが非常に大事なことです。

お金を投入すれば何とかなるという話ではご

ざいませんので、まずは市職員がそうした意

識をしっかり持つということと、市民の方が

どういった状況に陥っているのかということ

に対して、しっかりとアンテナを高くして、

それを理解して、どういう問題があるのかを

職員が酌み取っていくことが非常に大切なこ

とではないかと考えています。 

例えば、今ほどお話がありました、特に男女

共同参画プラン後期実施計画の中のＤＶの関

係で申し上げますと、法律上は、まず一時的

な退避のようなことは県に求められていると

ともに、市町村においても様々な生活支援と

いったようなものが求められているというこ

とがあろうかと思います。 

その役割分担は役割分担といたしまして、市

民の方がいろいろな御相談で窓口に見えられ

たときに、御本人さえも、それがＤＶである

のか、何の問題であるのかよく分かっていな

い中で、様々な窓口へお見えになられること

があるだろうと思っています。子どもの相談
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に見えられたけれども、実は子どもの相談だ

けではなくて、その背後にＤＶがあるという

ことに対して、まず職員が気づけるというこ

とが一番大切であろうということです。そう

いうことも含めまして、窓口職員に対しては、

全庁的なネットワーク会議というものによっ

て、そうしたところのアンテナを高くすると

いうことと、それぞれの担当者、特に窓口担

当者の方にお集まりいただいて、双方の連絡

の配慮のある受渡しができるようにというこ

とで、常日頃からそうした会議の場を設けて

いるということがございます。 

そうしたことをこれからもしっかりと行って

いくということを全庁的に強く啓蒙・啓発  

職員に対する啓蒙・啓発というのはおかしい

のですが、そういうことを伝えてまいりたい

と考えています。  

東委員    委員会資料の７ページ、消費生活相談の業務

時間等の変更について何点か伺いたいと思い

ます。 

来年の４月１日から業務時間等を変更すると

いうことなのですが、３か月余り先のことで、

とりわけ土日祝日は業務を行わないというこ

となどもあるので、市民の皆さんへしっかり

と周知徹底をするには時間が大変短いのでは
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ないかと思っています。業務時間帯の変更な

どを市民の皆さんにどのように周知徹底して

いくのか、今、お考えがあれば回答いただき

たいと思います。  

消費生活センター所長 市民への周知につきましては、「広報とやま」

と市のホームページなどが中心になると思っ

ています。  

消費生活相談につきましては、イベントなど

と違って突然身に降りかかってくる消費者ト

ラブルを受けて、突発的に生じるアクシデン

トを基に相談に及ぶというケースがほとんど

です。そういった事態が起こったときに、ト

ラブルに遭った方は、消費生活相談窓口はど

こなのだろうかと調べられて相談に至ること

になりますので、あらかじめ何か月も前から

周知しておく効果というものは、あまりない

のではないかと認識しています。  

東委員    そういうケースが多いのでしょうが、例えば、

トラブルに遭った方が、以前、別のトラブル

に遭った方から、こんなことが私もあったの

だけれども土日もやっていたよと言われるこ

ともあり得るわけで、やはりそれはしっかり

と、時間帯が変わる以上は周知を徹底する必

要があるので、よろしくお願いしたいと思い
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ます。 

あと、職員がなかなか定着しない、また、資

格を持っている人も少ないと。とりわけ今、

事前に説明があったようにインターネットや

電子マネーという、大変高度な知識を有して

相談を受けなければならないこともあって、

そういうところもネックになっていると思い

ます。 

これだけ専門性が高まっている業種でありま

すから、私は、現在のような会計年度任用職

員ではなくて、しっかりと経験を持って働け

る正規職員を任用していくということも一方

で考えて、相談員の方を定着させるという手

法も必要だと思うのですが、職員の身分に関

する見解があればお答えいただきたいと思い

ます。 

消費生活センター所長 １つの選択肢として、正規職員が消費生活相

談員の資格を取って対応するということはあ

るとは思いますが、現状、全国的な状況を見

ますと、会計年度任用職員が９８％を占めて

いるという情報を得ています。そういった中

で、本市として、正規職員化を進めるという

ことはなかなか難しいのかなという思いであ

ります。 
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東委員    全国の９８％が会計年度任用職員  非正規職

員ということですが、先ほども申し上げたよ

うに、これだけ知識の多様化なり進化が求め

られているのに、そういう不安定な身分で働

くということに対しては、やはり応募しよう

という気もなかなか起きないということもあ

ると思うので、そこはしっかりと他都市の現

状を見ながら、富山市が一歩、二歩先に行く

というぐらいの構えで臨む必要があると私は

思っていますので、また御検討いただきたい

と思います。 

続いて、今も申しましたとおり、土日祝日の

相談業務を廃止するということで、先ほど、

平日は午前中のほうが相談ケースが多いとい

うことでしたが、土日祝日の相談件数は平日

と比べて多いのか少ないのか、そのあたりに

ついて答弁を求めます。 

消費生活センター所長 土日祝日に関しましては、平日と比べて少な

いです。土日祝日を合わせまして、全体の件

数の２割程度です。 

東委員    土日祝日の相談件数が少ないということも、

土日祝日の業務を廃止しようということにつ

ながったのだと思います。そこは一定程度理

解いたしました。  



41

あと、土日祝日の相談に関しては、同様のこ

とを独立行政法人国民生活センターや富山県

消費者協会の消費生活アドバイス事業による

相談窓口において対応可能ということが委員

会資料に書いてあるのですけれども、これら

の相談窓口の所在地と相談業務の時間帯はそ

れぞれどうなっているのか、答弁を求めます。  

消費生活センター所長 富山県消費者協会につきましては、富山駅北

のサンフォルテの中に入っています。土日の

相談受付窓口を開設しており、受付時間は９

時から１５時となっています。 

それと、独立行政法人国民生活センターの相

談受付については、これは東京に所在してい

ますので電話相談だけということになります

が、受付時間は１０時から１６時になります。  

東委員    これからは富山市民が土日祝日に直接窓口で、

対面で相談したいということになれば、基本

的にサンフォルテ内の富山県消費者協会に行

くしかないということになってくるわけです。

やはり本当に細かい相談は電話でやり取りし

ていても通じないことが多くて、対面という

のが一番分かりやすいと思います。土日祝日

に関しては、そういう窓口が減るということ

も合わせて、来年４月以降はそうなりますと



42

いうことは、事前に市民の皆さんにしっかり

と周知徹底を図っていくようにお願いしたい

と思っています。  

金岡委員   東委員の言われたことに少し関連するのです

けれども、富山県消費者協会の消費生活アド

バイス事業は平日もやっておられるのですか。  

消費生活センター所長 富山県消費者協会の消費生活アドバイス事業

については、土日のみの開設でございます。  

金岡委員   そもそも論で聞いてみるのですけれども、消

費生活センターに関して、これは市として独

自に置いておく必要があるものなのでしょう

か。  

消費生活センター所長 消費生活センターは、消費者安全法に基づく

相談機関あるいは相談施設でございまして、

県や政令市、中核市、主立った市レベルでは、

ほとんどの自治体で開設されているものでご

ざいます。  

金岡委員   富山県消費者協会の相談窓口に関しては土日

しか開設されていないということだったので、

市が開設していなかったらやらざるを得ない

のかなと思ったのですけれども、そこは二重
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にならないように１つにできないのかなとい

う思いで質問させていただきました。了解し

ました。 

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

次に、市民生活部所管分で、議案及びただい

まの報告以外に何か質問はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、厚生委員会市民生活部所管分を終了

いたします。 

これで、１２月定例会の当委員会に付託され

ました全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

委員長報告については、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、令和３年１２月定例会の厚生

委員会を閉会いたします。 
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